
共通仕様書〔業務委託編〕新旧対照表 

 

新 旧 備考 

土木設計業務等共通仕様書 共通編 第 1章 総則 総則の運用 

 

第 1102 条、第 1107 条、第 1108 条関係 

⑴ 【第 1102 条 用語の定義】、【第 1107 条 管理技術者】及び【第 1108 条 

照査技術者及び照査の実施】の「同等の能力と経験を有する技術者」とは、

下記①～⑨いずれかの項目に該当する技術者とする。 

 ① 次の技術部門または選択科目に該当する技術士 

 ② ①で定める「技術士」以外で、土木設計に関する経験年数が 10 年以上の

「技術士」 

③ ＲＣＣＭの資格保有者 

④ 「ＲＣＣＭの資格試験」に合格し、社団法人建設コンサルタンツ協会に備

える「ＲＣＣＭ登録簿」に登録しておらず、「登録証書」の交付を受けてい

ない者 

⑤ 国土交通省登録技術者資格に登録されている資格のうち、業務内容に応

じた資格保有者 

⑥ 学校教育法による大学卒業者で土木設計に関する経験年数が15年以上の

技術者 

⑦ 学校教育法による短期大学又は高等専門学校卒業者で土木設計に関する

経験年数が 17 年以上の技術者 

⑧ 土木設計に関する経験年数が 20 年以上の技術者 

⑨ 民間資格活用促進に係る実施要領で定める民間資格保有者 

 

発注者支援業務委託共通仕様書 第 1編 総則 

 

第 1019 条 関係法令及び条例等の遵守 

１．受注者は、業務の実施にあたっては、関連する関係諸法令及び条例等を

遵守しなければならない。 

２．受注者は、倫理及び技術の向上を図るため、以下の項目を実施し、その

結果を発注者へ報告するものとする。 

（１）当該業務に従事する者に対する社内講習及び関係法令及び条例等の

遵守についての周知徹底。 

３．発注者は必要と認めるときは、受注者に対し関係法令及び条例等の遵守

の状況について報告を求め、又検査をすることができる。 

 

 

 

土木設計業務等共通仕様書 共通編 第 1章 総則 総則の運用 

 

第 1102 条、第 1107 条、第 1108 条関係 

⑴ 【第 1102 条 用語の定義】の「同等の能力と経験を有する技術者」とは、

下記①～⑨いずれかの項目に該当する技術者とする。 

 

 ① 次の技術部門または選択科目に該当する技術士 

 ② ①で定める「技術士」以外で、土木設計に関する経験年数が 10 年以上の

「技術士」 

③ ＲＣＣＭの資格保有者 

④ 「ＲＣＣＭの資格試験」に合格し、社団法人建設コンサルタンツ協会に備

える「ＲＣＣＭ登録簿」に登録しておらず、「登録証書」の交付を受けてい

ない者 

⑤ 国土交通省登録技術者資格に登録されている資格のうち、業務内容に応

じた資格保有者 

⑥ 学校教育法による大学卒業者で土木設計に関する経験年数が15年以上の

技術者 

⑦ 学校教育法による短期大学又は高等専門学校卒業者で土木設計に関する

経験年数が 17 年以上の技術者 

⑧ 土木設計に関する経験年数が 20 年以上の技術者 

 

 

発注者支援業務委託共通仕様書 第 1編 総則 

 

第 1019 条 関係法令及び条例等の遵守 

１．受注者は、業務の実施にあたっては、関連する関係諸法令及び条例等を

遵守しなければならない。 

２．受注者は、論理及び技術の向上を図るため、以下の項目を実施し、その

結果を発注者へ報告するものとする。 

（１）当該業務に従事する者に対する社内講習及び関係法令及び条例等の

遵守についての周知徹底。 

３．発注者は必要と認めるときは、受注者に対し関係法令及び条例等の遵守

の状況について報告を求め、又検査をすることができる。 
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共通仕様書〔業務委託編〕新旧対照表 

 

（別表‐1）現場技術業務の内容及び区分表 

 

 

（別表－1）現場技術業務の内容及び区分表 

 

 

 

 

（変更） 
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